
　生活基盤の整備や福祉事業な
どのため、次の方々からご寄付
をいただきました。紙上からお
礼申し上げます（敬称略）
遠藤幸七、エクセリオ・ジャパ
ン株式会社�代表取締役社長�安
岡克己、日下平一、ＮＥＣプラ
ットフォームズ株式会社�白石・
米沢事業所�執行役員�佐藤秀
哉、東日本大震災復興プロジェ
クト�白石市アンバサダー�森川
智之

紙上から
お礼申し上げます

市内の交通事故　12月１日〜31日　※（　）は1月からの累計

■発生件数　78件（764件） ■死亡者数　 0人（  0人）
■負傷者数　14人（ 83人） ■物損件数　65件（694件）
■飲酒運転摘発者数　0人（ 4人）

■人口　34,243人（前月比）－32人
　　　　男16,802人 女17,441人
■出生件数　18件 ■死亡件数　35件
■世帯数　14,248世帯 ※住民基本台帳から、12月31日現在

　議会のライブ中継を、インタ
ーネットで配信しています。自
宅のパソコンなどでもご覧にな
れます。議場で行われる本会議
（議案質疑・予算審査・一般質
問など）を配信しています。
●日時　２月22日（金）
　　　　10:00開会予定
●場所　市役所５階議場
問議会事務局　☎22-1351

市議会２月定例会を
開催します

　地区公民館および市役所本庁
舎内への入場時間は、来場者の
安全と申告受付の公平性、セキ
ュリティなどを考慮し、8:00
からとなります。
　8:00以前に会場入口付近に
並ぶ事のないようご理解とご協
力をお願いします。
　なお、来場者受付は8:00の
施設入場後に開始し、申告相談
は9:00から開始の予定です。
　申告相談の日程は「平成31
年度市民税・県民税申告相談の
お知らせ」（広報１月号と同時
配布）をご覧ください。
Ｑ．なぜ早朝から入口に並ん

ではいけないのですか？
Ａ　冬期間であるため、来場す
る方の安全面や、施設における
降雪の除去作業の判断からで
す。また、指定地区の方や高齢
者に配慮してできるだけ公平に
受付するためにも、8:00以降に

お越しください。
Ｑ．8:00より前に公民館の待

合室や市役所のロビーに入
ることはできますか？

Ａ　市役所本庁舎や申告時の公
民館では個人情報などを扱うこ
ととなりますので、受付担当職
員が到着する8:00以前にはセ
キュリティの関係から入場でき
ません。
Ｑ．市役所本庁舎の東口など

通用口が開いている場合は
入場してもいいですか？

Ａ　緊急時の対応として開けて
いる通用口がありますが、入場
はできません。
Ｑ．申告相談で空いている時

間帯はありますか？
Ａ　地区ごとに申告相談者数が
同数になるように努めています
が、例年、午前中に来場する方
が多い傾向がありますので、午
後の方が空いています。

　軽自動車税は、毎年４月１日
現在で登録がある車両に課税さ
れます。３月は車両の登録・廃
車などで窓口が大変混雑しま
す。できるだけ早い時期に手続
きを済ませてください。
●車種別の手続き先
・原付バイクや農耕作業車など
　税務課　☎22-1313
・軽四輪・軽二輪など
　宮城県軽自動車協会
　☎050-3816-1830
・二輪小型自動車
　東北運輸局宮城運輸支局
　☎050-5540-2011

廃車などの手続きは
お早めに！市民税・県民税申告相談会場への入場時間について

▲受納書を手に山田市長と記念撮影する
エクセリオ・ジャパン安岡社長（左）

　円滑な事業引継には最低でも
５年は必要とされています。
　県内の商工会議所、商工会、
金融機関などでは事業承継の初
歩から具体的な事業承継計画づ
くりまでトータルで支援してい
ます。費用は掛かりません。気
軽にご相談ください。
■ステップ1
●事業承継診断　事業承継に至
るまでの道筋を経営者とともに
確認
■ステップ２
●専門家派遣　ステップ１で明
らかになったご相談や事業承継
計画づくりの支援
問（公財）みやぎ産業振興機構宮
城県事業承継ネットワーク事
務局　☎022-722-3895

　国民年金保険料の納付が困難
な場合、申請により免除（全額・
一部）または納付猶予される制
度があります。免除（全額・一
部）の場合、保険料を全額納め
た場合と比べて将来受け取る年
金額の割合は次のとおりです。
●全額免除の場合…1/2
●3/4免除の場合…5/8
●半額免除の場合…3/4
●1/4免除の場合…7/8
※10年以内であれば追納により
増額することもできます。

国民年金保険料の一部免除が承認された方へ
～減額された保険料を納めないと未納扱いになります！～

　なお、一部免除については、
減額された保険料を納めないと
未納と同様の扱いとなり、将来
受け取る年金額に計算されませ
んので、必ず納めてください。
��未納のままにしておくと、将
来の年金や障害、死亡といった
不測の事態が生じたときに障害
年金や遺族年金を受け取ること
ができない場合があります。
問大河原年金事務所
　☎0224-51-3111
　健康推進課　☎22-1362

事業承継をサポート！
アトツギえ～ど

「しろいし安心メール」
登録方法

「shiro-i@mpx.wagmap.jp」あて
に空メールを送信して、案内に
従ってご登録ください。
　二次元バーコ
ード対応携帯電
話をお持ちの方
は、右のバーコ
ードをご利用く
ださい。

　昨年５～６月に地区民生委員
を通じて米寿の方へお配りした
「白石ゴールデンシール会商品
券」を、まだお使いいただいて
いない方は、ぜひ、市内ゴール
デンシール会登録店でご利用く
ださい。
※使用期限はありません。
問長寿課　☎22-1361

お使いになりましたか？
米寿祝商品券

▲白川保育園の園児たちに玩具を渡すNEC
プラットフォームズ佐藤執行役員（左）

２月は
　国民健康保険税（８期）
　後期高齢者医療保険料（８期）
　介護保険料（６期）

の納期です
「夜間収納総合窓口」開設

●日時　２月25日（月）
　　　　17:15〜19:30
※納税相談は20:00まで
●場所　収納管理室・会計課

　１月１日付けで、市内在住の
齋
さい
藤
とう
のり子

こ
さんが、法務大臣よ

り人権擁護委員として委嘱（新
任）されました。
　人権擁護委員とは、地域の住
民の中から、人権問題に理解や
熱意のある人たちが市町村の推
薦を受け、法務大臣から委嘱さ
れた人たちです。
　現在、齋藤さんを含めた９人
の委員が、交代で人権に関する
相談や、小中学校などで人権教
室を行うなど、命の尊さや思い

守られていますか？　あなたの人権
～人権擁護委員はあなたのまちの身近な相談パートナーです～

やりの大切さへの理解を深めて
もらう活動を行っています。
　皆さんが毎日の生活を営んで
いく上で、これは人権問題では
ないかと感じたり、困ったりす
ることがあると思います。この
ような場合は、一人で悩まずに、
ぜひ、ご相談ください。
●面談　法務局又はその支局
●電話　みんなの人権110番
☎0570-003-110
　（月～金：8:30～17:15）
問生活環境課　☎22-1314

毎月７日は「白石温麺の日」
白石温麺を食べましょう

●開設期間　２月18日（月）～
３月15日（金）
※土・日を除く
●場所　大河原税務署東庁舎２階
●受付時間　9:00～16:00
　　　　　（提出は17:00まで）
問大河原税務署
　☎0224-52-2202（自動音声
案内で「２」を選択）

大河原税務署における
確定申告相談について

問税務課　☎22-1313
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お知らせ特急便

※住民基本台帳法の改正により、平成24年７月末からの人口は外国人住民を含めた人数を掲載しています。


